
 

まつえ男女共同参画ネットワーク（プリエールねっと）会則 

（名 称） 

第１条 本会は、まつえ男女共同参画ネットワーク（通称、プリエールねっと）と称する。 

（目 的） 

第２条 本会は、会員独自の活動を尊重し、相互の連携と情報交換を通じて、女性の自立支援・女

性の地位向上等、真の男女共同参画社会を目指す。 

（事 業） 

第３条 本会は、前条の目的を達するために次の事業を行う。 

（１）相互の交流および情報交換 

（２）その他目的を達成するために必要な提言および事業 

（会 員） 

第４条 本会の会員は、個人会員および団体会員とする。 

（会員資格） 

第５条 会員資格は、以下のとおりとする。 

（１）目的に賛同する個人および団体であること 

（２）松江市に活動の拠点があること 

ただし、政党・宗教・営利活動を本会内で行わないこと 

（役 員） 

第６条 本会に以下の役員を置く。 

代表者 1名、代表委員若干名、運営委員若干名、監事 2名 

代表者は、代表委員の中から選出する。 

（役員の任期） 

第７条 役員の任期は、１年とする。但し、再任は妨げない。 

（役員の選出） 

第８条 役員の選出は、総会による。 

（役員の職務） 

第９条 役員の職務は、次のとおりとする。 

（1） 代表委員は代表委員会を構成し、会務を総括する。 

（2） 運営委員は運営委員会を構成し、各部を担当し、事業運営を行う。 

（3） 代表者は、会の裁量権を持たない。 

（4） 監事は、会計を監査する。 

（総 会） 

第１０条 総会は、加盟団体の代表および個人会員で構成し、総会の議決は、出席者の過半数によ

るものとする。 

２  総会の審議事項は、次のとおりとする。 

（１）事業に関すること 

（２）予算および決算に関すること 

（３）会則の改正に関すること 

（４）役員の改選に関すること 

（５）その他必要な事項 

（経 費） 

第１１条 本会の経費は、会費およびその他の収入をもって充てる 

（会計年度） 

第１２条 本会の会計年度は、毎４月１日から翌年３月３１日までとする。 

（加入および退会） 

第１３条 本会に加入を希望するものは、代表委員会に申請し、許可を得る。 

2 退会する場合は、代表委員会に届け出る。 

3 当会で定められた年会費の納入がない場合は、自然退会とみなす。 

（事務局） 

第１４条 本会の事務局は、松江市男女共同参画センター内に置く。 

附 則 

この会則は、２００３年５月１３日より施行する。 

この会則は、２００４年４月２４日から改正施行する。 

この会則は、２００５年５月１４日から改正施行する。 



 この会則は、２００６年５月２０日から改正施行する。 

 この会則は、２００７年５月１９日から改正施行する。 

 この会則は、２００８年５月１０日から改正施行する。 

この会則は、２００９年５月２３日から改正施行する。 

 


